
◎健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器

病に係る対策に関する基本法 
（平成三〇年一二月一四日法律第一〇五号）（参）   

一、 提案理由（平成三〇年一二月八日・参議院本会議） 

○石田昌宏君 ただいま議題となりました三法律案のうち、まずは厚生労働委員長提出

の二法律案につきまして、その提案の趣旨及び内容の概要を御説明申し上げます。 

……………（略）…………… 

 次に、健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に

関する基本法案について申し上げます。 

 我が国において、脳卒中や心臓病等の循環器病は、国民の疾病による死亡の原因や国

民が介護を要する状態となった原因の主要なものとなっているなど、国民の生命と健康

にとって重大な問題となっています。 

 国民の健康寿命の延伸、また医療及び介護に係る負担軽減等を図っていく観点から、

循環器病について、その対策を総合的かつ計画的に推進するための基本法の制定が必要

不可欠です。 

 本法律案は、こうした状況を踏まえ、循環器病対策に関し、基本理念を定め、国、地

方公共団体等の責務を明らかにし、循環器病対策の推進に関する計画の策定について定

めるとともに、循環器病対策の基本となる事項を定めようとするものであります。 

 以下、本法律案の概要につきまして御説明申し上げます。 

 第一に、循環器病対策について、生活習慣の改善等による循環器病の予防及び循環器

病を発症した疑いがある場合における迅速かつ適切な対応の重要性に関する国民の理解

と関心を深めるようにすること等の基本理念を定めるとともに、国、地方公共団体等の

責務を定めております。 

 第二に、政府は、循環器病対策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他

の措置を講じなければならないこととしております。 

 第三に、政府は、循環器病対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、循環器病対策

推進基本計画を策定しなければならないこととし、都道府県は、これを基本として、都

道府県循環器病対策推進計画を策定しなければならないこととしております。 

 第四に、国及び地方公共団体による基本的施策として、循環器病の予防等の推進、循

環器病を発症した疑いがある者の搬送及び受入れの実施に係る体制の整備、医療機関の

整備、循環器病患者等の生活の質の維持向上等の事項を定めております。 

 第五に、厚生労働省に、循環器病対策推進協議会を置くこととし、都道府県は、都道

府県循環器病対策推進協議会を置くよう努めなければならないこととしております。 

 なお、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定め

る日から施行することとしております。 

 以上が、両法律案の提案の趣旨及び内容の概要であります。 



 なお、両法律案は厚生労働委員会において全会一致をもって委員会提出の法律案とす

ることに決定したものであります。 

 何とぞ速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。 

……………（略）…………… 

二、 衆議院厚生労働委員長報告（平成三〇年一二月一〇日） 

○冨岡勉君 ただいま議題となりました両案について、厚生労働委員会における審査の

経過及び結果を御報告申し上げます。 

……………（略）…………… 

 次に、健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に

関する基本法案について申し上げます。 

 本案は、国民の健康寿命の延伸等を図り、あわせて医療及び介護に係る負担の軽減に

資するため、循環器病対策に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体、医療保険者等

の責務を明らかにし、循環器病対策推進基本計画の策定について定めるとともに、循環

器病対策に関する施策の基本となる事項を定めようとするものであります。 

 本案は、参議院提出に係るもので、去る十二月八日本委員会に付託され、本日、石田

参議院厚生労働委員長から提案理由の説明を聴取し、採決の結果、本案は全会一致をも

って原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 

 以上、御報告申し上げます。 

 （注） 参議院においては、委員会の審査は省略された。 


